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１、報告書の目的 

 

 本報告書は、第１次阿久比町地域福祉計画（平成２７年度～平成３２年度）における計

画期間の中間年（平成３０年度）にあたり、地域福祉計画に掲げた重点施策における前期

目標と施策について、その進捗状況等をとりまとめたものである。 

 今後、計画期間の前半における成果とともに、その間の地域福祉施策や社会情勢の変化、

直近の住民ニーズの動向等を十分に踏まえながら、計画期間の後半における事業等の検討

を進めていく必要がある。 

 

 なお、対象である第１次阿久比町地域福祉計画の体系は次のとおりとなっている。 

 

 第１次阿久比町地域福祉計画の体系 
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２、成果目標の達成状況等 

 

 第１次阿久比町地域福祉計画に記載された重点施策に掲げた前期、後期目標をはじめ、

前期進捗状況は以下のとおりである。 

 

 『基本目標１ みんなでつながって孤立をなくそう。』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重点施策１－(1) 社会的に孤立している人の発見、支援のできる包括的なネットワーク

の構築 
 

地域福祉の課題を解決するため、各分野別のネットワークにより地域住民、福祉事業所、社会福祉協

議会、行政で一体的に課題解決に取り組んでいます。しかし、福祉制度の狭間にある社会的に孤立して

いる人についての状況把握や対応する担当や組織がないことが課題になっています。 

今後は、高齢者保健福祉計画で示される「地域包括ケアシステム」や「生活困窮者自立支援法」との

連携を図りながら、福祉制度の狭間にある社会的に孤立している人の発見から支援までの対応ができる

よう包括的なネットワークの構築を進めていきます。 

 
※担当課の○が主管課 

主な事業 内容 担当課 圏域 

①社会的孤立防止検討

会議の設置 

住民福祉課、社会福祉協議会が中心に、関係課

担当職員が参加して、社会的に孤立している人

の状況把握や解決のための「社会的孤立防止検

討会議」を設置します。 

○住民福祉課 

○社会福祉協議会 

健康介護課 

子育て支援課 

学校教育課 

防災交通課 

１層 

 

前期 

目標 

・社会的孤立防止検討会議を定期的に開催し、社会的に孤立している人

の状況を把握します。 

前期 

進捗 

状況 

・社会的孤立防止検討会議を平成２９年度に１回開催し、各担当課にお

ける社会的に孤立している人への対応状況を確認しました。 

(1)切れ目のないネットワークの構

築 

(2)困ったときに相談できる相談窓

口と専門職の配置 

(3)認知症や障がい、虐待や権利擁

護についての理解啓発や仲間

づくり 

基 本 施 策 １  

(1)社会的に孤立している人の発見、支援のでき

る包括的なネットワークの構築 

(2)社会的に孤立している人に対応する専門職の

配置 

(3)様々な相談を受ける総合相談窓口の設置 

(4)社会的に孤立している人についての理解啓発 

重 点 施 策 １ 
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後期 

目標 

・社会的孤立防止検討会議を定期的に開催し、社会的に孤立している人

の解決方策を検討します。 

②社会的孤立防止ネッ

トワーク会議の設置 

住民福祉課、社会福祉協議会が中心に、地域住

民、民生児童委員、福祉事業所、福祉団体組織

が参加する社会的孤立解消のための切れ目の

ない連携体制について検討する「社会的孤立防

止ネットワーク会議」を設置します。 

○住民福祉課 

○社会福祉協議会 

健康介護課 

子育て支援課 

学校教育課 

 

１層 

前期 

目標 

・社会的孤立防止ネットワーク会議を定期的に開催し、社会的に孤立し

ている人の状況を把握します。 

前期 

進捗 

状況 

・社会的孤立防止ネットワーク会議を各年度１回～４回計７回開催し、

事例検討などを通して社会的に孤立している人の状況について検討

しました。 

後期 

目標 

・社会的孤立防止ネットワーク会議を定期的に開催し、社会的に孤立し

ている人の解決方策を検討します。 

③ケア会議の開催 要援護者に対しては、各分野の専門職だけでな

く、世帯を単位とした専門分野を越えた関係者

でチームアプローチをしていくための「ケア会

議」を実施します。 

○住民福祉課 

○社会福祉協議会 

健康介護課 

子育て支援課 

学校教育課 

３層 

 

前期 

目標 

・世帯単位の専門分野を越えたケア会議を必要に応じて実施し、関係者

で世帯を単位とした状況を把握します。 

前期 

進捗 

状況 

・世帯単位の専門分野を越えたケア会議を平成２８年度、平成２９年度

に実施し、関係者で１世帯の状況を把握しました。 

後期 

目標 

・世帯単位の専門分野を越えたケア会議を必要に応じて実施し、関係者

で世帯を単位とした解決方策を検討します。 

 

（重点施策１－(2)）社会的に孤立している人に対応する専門職の配置 

 
福祉制度の狭間にある人などの社会的に孤立している人について、専門的に対応する職員がいないこ

とが課題になっています。 

福祉制度の狭間にある人などの社会的に孤立している人への個別支援や３層（行政区）の交流や支え

合い活動などの地域で支え合う地域づくりを支援する「コミュニティソーシャルワーカー」の配置を進

めます。 

 

※担当課の○が主管課 

主な事業 内容 担当課 圏域 

①コミュニティソーシ

ャルワーカーの配置 

福祉制度の狭間にある社会的に孤立している

人への個別支援や３層（行政区）の交流や支え

合い活動の地域で支え合う地域づくりを支援

する「コミュニティソーシャルワーカー」を配

置します。 

○住民福祉課 

○社会福祉協議会 

３層 

前期 

目標 

・２層（各小学校区）単位にコミュニティソーシャルワーカーを配置し、

社会的に孤立している人の状況を把握します。 

前期 

進捗 

状況 

・コミュニティソーシャルワーカーの配置について検討しましたが、配

置には至っていません。平成２９年度に先進地の視察研修を行い理解

を深めました。 

後期 

目標 

・２層（各小学校区）単位にコミュニティソーシャルワーカーを配置し、

社会的に孤立している人への個別支援をします。 
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（重点施策１－(3)）様々な相談を受ける総合相談窓口の設置 
 

 福祉制度の狭間にある人などの社会的に孤立している人の相談をどこにしていいかわからないとい

うことが課題になっています。 

福祉の狭間にある人などの社会的に孤立している人も含めた総合的な福祉の相談を受けつけ、適切な

相談先につなぐ総合相談窓口を設置します。 

 

※担当課の○が主管課 

主な事業 内容 担当課 圏域 

①総合相談窓口の設置 福祉制度の狭間にある人などの社会的に孤立

している人も含めた総合的な福祉の相談を受

けつけ、相談先につなぐ「総合相談窓口」を設

置します。また、受け付けた相談に対し、解決

につながるためのネットワーク体制を整備し

ます。 

○住民福祉課 

○社会福祉協議会 

健康介護課 

子育て支援課 

学校教育課 

社会教育課 

１層 

前期 

目標 

・総合相談窓口の設置を準備し、各関係機関とのネットワーク体制につ

いて検討します。 

前期 

進捗 

状況 

・総合相談窓口について検討しましたが、設置準備には至っていません。

平成２９年度に先進地の視察研修を行い理解を深めました。 

後期 

目標 

・総合相談窓口を設置し、各関係機関と解決につながるネットワーク体

制を整備します。 

 

（重点施策１－(4)）社会的に孤立している人についての理解啓発 

 
 福祉制度の狭間にある人などの社会的に孤立している人について、地域全体の関心や意識が低いこと

が課題になっています。 

福祉制度の狭間にある人などの社会的に孤立している人を地域住民、福祉事業所、社会福祉協議会、

行政で発見、支援ができるような社会的風土づくりを進めます。 

 

※担当課の○が主管課 

主な事業 内容 担当課 圏域 

①地域住民や福祉事業

所、社会福祉協議会、

行政職員向けのテー

マ別研修会の開催 

地域住民、福祉事業所、社会福祉協議会、行政

職員向けのテーマ別の研修会（演習を含む）を

開催し、地域全体で社会的孤立を解決するため

の意識向上を図ります。 

○住民福祉課 

○社会福祉協議会 

１層 

 

前期 

目標 

・地域住民、福祉事業所、社会福祉協議会、行政職員を対象に研修会を

開催し、社会的に孤立している人への理解を啓発します。 

前期 

進捗 

状況 

・地域住民、福祉事業所、社会福祉協議会、行政職員を対象に、平成２

８年度に「不登校・大人のひきこもりを考える会」を開催し、社会的

に孤立している人への理解を啓発しました。 

後期 

目標 

・地域住民、福祉事業所、社会福祉協議会、行政職員を対象に研修会を

開催し、社会的孤立を防ぐことの必要性を地域全体が共有できるよう

にします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 『基本目標２ みんなでつながって交流や支え合い活動に参加しよう。』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重点施策２－(1)）３層（行政区）での交流や支え合い活動の推進 
  

３層での交流や支え合い活動を推進するにあたり、自治会や民生児童委員だけでは活動の立ち上げや

継続が難しいことが課題となっています。 

３層を中心とした身近な地域での交流や支え合い活動を進めるために、地域住民、福祉事業所、社会

福祉協議会、行政の連携、３層の交流や支え合い活動などの地域で支え合う地域づくりを支援するコミ

ュニティソーシャルワーカーの配置、交流や支え合い活動を地域全体で進めるための福祉委員会の設置

を進めていきます。また、普段からの交流や支え合い活動を進めることで、災害発生時の災害時要援護

者の支援につなげます。 

 

※担当課の○が主管課 

主な事業 内容 担当課 圏域 

①小地域福祉活動やい

きいきクラブ友愛活

動の推進 

 

地域住民、福祉事業所、行政、社会福祉協議会

が連携し、小地域福祉活動、いきいきクラブ友

愛活動の推進を図ります。 

 

○住民福祉課 

○社会福祉協議会 

健康介護課 

３層 

 

前期 

目標 

・小地域福祉活動やいきいきクラブ友愛活動により、新規に活動を始め

たい行政区を募り活動を支援します。（４地区） 

前期 

進捗 

状況 

・平成２９年度までに小地域福祉活動５地区、いきいきクラブ友愛活動

２地区を支援し、新規活動が始まりました。 

後期 

目標 

・小地域福祉活動やいきいきクラブ友愛活動により、新規に活動を始め

たい行政区を募り活動を支援します。（４地区） 

②コミュニティソーシ

ャルワーカーの配置 

 

福祉制度の狭間にある社会的に孤立している

人への個別支援や３層の交流や支え合い活動

の地域で支え合う地域づくりを支援する「コミ

ュニティソーシャルワーカー」を配置します。 

○住民福祉課 

○社会福祉協議会 

３層 

 

前期 

目標 

・２層（各小学校区）単位にコミュニティソーシャルワーカーを配置し、

３層の交流や支え合い活動を支援します。 

前期 

進捗 

状況 

・コミュニティソーシャルワーカーの配置について検討しましたが、配

置には至っていません。平成２９年度に先進地の視察研修を行い理解

を深めました。 

 

(1)身近な地域の中での交流や支え

合い活動の推進 

(2)身近な地域の中での交流や支え

合い活動の協力者の育成 

(3)身近な地域の中での交流や支え

合い活動についての理解啓発 

基 本 施 策 ２  

(1)３層（行政区）での交流や支え合い活動の推

進 

(2)３層（行政区）での地域住民、福祉事業所、

社会福祉協議会、行政が連携できる体制整備 

(3)３層（行政区）での協力者の育成 

(4)２層（小学校区）、３層（行政区）での交流や

支え合い活動についての理解啓発 

重 点 施 策 ２ 
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後期 

目標 

・２層（各小学校区）単位にコミュニティソーシャルワーカーを配置し、

３層の交流や支え合い活動を支援します。 

③福祉委員会の設置 

 

 

地区全体での交流や支え合い活動を推進する

ため、３層の福祉の課題について話し合う「福

祉委員会」の設置を進めます。  

○住民福祉課 

○社会福祉協議会 

健康介護課 

３層 

 

前期 

目標 

・小地域福祉活動やいきいきクラブ友愛活動を行っている地区を対象に

福祉委員会の設置について検討します。 

前期 

進捗 

状況 

・小地域福祉活動やいきいきクラブ友愛活動を行っている１地区をモデ

ルにして、福祉委員会の設置について検討しました。 

後期 

目標 

・小地域福祉活動やいきいきクラブ友愛活動を行っている地区を対象に

福祉委員会を設置します。（３地区） 

 

（重点施策２－(2)）３層（行政区）での地域住民、福祉事業所、社会福祉協議会、行政が

連携できる体制整備 
 

３層で高齢者や障がい者、児童などの福祉制度を利用している人が地域活動に参加しづらくなってい

ることが課題となっています。 

高齢者や障がい者、児童などの福祉サービスを利用している人が地域活動に参加しやすくするための

地域住民、福祉事業所、社会福祉協議会、行政の連携を進める「参加ネットワーク会議」を設置します。 

 

※担当課の○が主管課 

主な事業 内容 担当課 圏域 

①参加ネットワーク会

議の設置 

地域住民、福祉事業所、社会福祉協議会、行

政で３層の連携体制について検討する「参加ネ

ットワーク会議」を設置し、地区の交流や支え

合い活動、福祉委員会に福祉事業所の職員や当

事者が参加できる連携体制を作ります。 

 

○住民福祉課 

○社会福祉協議会 

１層 

前期 

目標 

・地域住民、福祉事業所、社会福祉協議会、行政で参加ネットワーク会

議を定期的に開催し、３層の連携体制について検討します。 

前期 

進捗 

状況 

・地域住民、福祉事業所、社会福祉協議会、行政で参加ネットワーク会

議を各年度１～４回合計９回開催し、３層の交流や支え合い活動の連

携について検討しました。 

後期 

目標 

・地域住民、福祉事業所、社会福祉協議会、行政で参加ネットワーク会

議を定期的に開催し、３層の交流や支え合い活動に福祉事業所の職員

や当事者が参加できる体制を作ります。 

 

（重点施策２－(3)）３層（行政区）での協力者の育成 
 

 ３層での交流や支え合い活動を推進するにあたり、民生児童委員に福祉の課題が集中することや、地

区の中で活動に協力したい人が参加するきっかけがないことが課題となっています。 

３層での交流や支え合い活動を民生児童委員や自治会、地域の団体の皆さんと連携して進めていく協

力者として地域福祉推進員の育成を進めていきます。 

※担当課の○が主管課 

主な事業 内容 担当課 圏域 

①地域福祉推進員の育

成 

３層での交流や支え合い活動を進めるため、小

地域福祉活動やいきいきクラブ友愛活動など

の協力者として「地域福祉推進員」の育成を進

めます。 

○住民福祉課 

○社会福祉協議会 

３層 

 

前期 

目標 

・小地域福祉活動やいきいきクラブ友愛活動を行っている地区を対象に

地域福祉推進員の育成について検討します。 
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前期 

進捗 

状況 

・小地域福祉活動やいきいきクラブ友愛活動を行っている地区を対象に

参加ネットワーク会議にて、地域福祉推進員の育成について検討しま

した。 

後期 

目標 

・小地域福祉活動やいきいきクラブ友愛活動を行っている地区を対象に

地域福祉推進員の育成を推進します。 

 

（重点施策２―(4)）２層（小学校区）、３層（行政区）での交流や支え合い活動について

の理解啓発 
 

 ３層での交流や支え合い活動を推進するにあたり、他の行政区での交流や支え合い活動の実施状況を

知る機会がないことや活動の関係者以外に理解や啓発が広がらないことが課題になっています。 

今後は２層（各小学校区）で、交流や支え合い活動を実施していない地区や地区の関係者以外の人が

情報交換できる住民福祉懇談会を開催することで交流や支え合い活動についての理解啓発を進めてい

きます。また、若い世代などにも情報が伝わるよう広報紙やＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーク・サー

ビス）などを利用した情報提供をしていきます。 

 

※担当課の○が主管課 

主な事業 内容 担当課 圏域 

①住民福祉懇談会の開

催 

２層で住民福祉懇談会を開催し、他地区の情報

交換など直接話をできる場を作ります。 

○住民福祉課 

○社会福祉協議会 

２層 

３層 

前期 

目標 

・２層で住民福祉懇談会を定期的に開催し、交流や支え合い活動を実施

していない地区や地区の関係者以外の人が情報交換できる機会を作

ります。 

前期 

進捗 

状況 

・２層で住民福祉懇談会を各年度年１回開催し、交流や支え合い活動を

実施していない地区を対象に活動啓発を図るとともに、他地区との情

報交換ができる機会を作りました。 

後期 

目標 

・２層で住民福祉懇談会を定期的に開催し、交流や支え合い活動を実施

していない地区や地区の関係者以外の人が実際の活動につながるよ

う支援します。 

②幅広い世代への情報

提供 

幅広い世代にターゲットを合わせた広報紙や

ＳＮＳなどを使い、活動のＰＲを行います。 

○住民福祉課 

○社会福祉協議会 

３層 

前期 

目標 

・参加ネットワーク会議で幅広い世代をターゲットにした情報提供の方

法について検討、推進します。 

前期 

進捗 

状況 

・参加ネットワーク会議で幅広い世代をターゲットにした情報提供の方

法について検討した結果、各年度広報紙「みんなでふくしニュース」

を全戸配布し情報提供を行いました。 

後期 

目標 

・広報紙やＳＮＳなどを使い、広く活動をＰＲします。 
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 『基本目標３ みんなでつながって交流や支え合い活動の担い手になろう。』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重点施策３－(1)）担い手育成についての支援体制の連携構築と共同プロジェクト事業の

実施 
 

交流や支え合い活動の担い手育成について、団塊の世代や若者、障がいのある人など多様な人が担い

手になっていないこと、また担い手を支援するコーディネート機能の連携が取れていないことが課題に

なっています。 

今後、担い手育成について各関係機関が連携し、切れ目のない支援体制を整備するとともに、ボラン

ティアグループ、ＮＰＯ団体、商工会、シルバー人材センター、福祉事業所、社会福祉協議会、行政が連携

し担い手を育成するための共同プロジェクト事業を進めていきます。 

 

※担当課の○が主管課 ※各会議とプロジェクトのイメージは図８参照。 

主な事業 内容 担当課 圏域 

①担い手支援会議の設

置 

各行政組織が実施する事業については、各事業

の担い手を育成する視点が不足しているため、

各事業を担当する職員による「担い手支援会

議」を設置します。 

○住民福祉課 

○社会福祉協議会 

政策協働課 

社会教育課 

シルバー人材セン

ター 

１層 

前期 

目標 

・担い手支援会議を定期的に開催し、各関係担当者の事業内容の共有、

共同プロジェクト事業について検討、実施します。 

前期 

進捗 

状況 

・担い手支援会議を各年度年１回～３回計５回開催し、各関係担当者の

事業内容の情報交換、共同プロジェクト事業の内容について検討しま

した。 

後期 

目標 

・担い手支援会議を定期的に開催し、各関係担当者で担い手の支援につ

いて意識を共有し、共同プロジェクト事業を推進します。 

②担い手育成ネットワ

ーク会議の設置 

ボランティアグループ、ＮＰＯ団体、商工会、

シルバー人材センター、福祉事業所、社会福祉

協議会、行政など担い手育成に対する連携体制

の検討や情報交換をする「担い手育成ネットワ

ーク会議」を設置します。 

○住民福祉課 

○社会福祉協議会 

政策協働課 

社会教育課 

シルバー人材セン

ター 

１層 

前期 

目標 

・担い手育成ネットワーク会議を定期的に開催し、関係者で担い手の育

成について情報交換や具体的な内容について検討します。 

(2)交流や支え合い活動の担い手育

成についての拠点整備 

(1)交流や支え合い活動の担い手育

成についての支援体制整備 

(3)交流や支え合い活動の担い手に

ついての理解啓発 

基 本 施 策 ３  

(1)担い手育成についての支援体制の連携構築と

共同プロジェクト事業の実施 

(2)交流や支え合い活動の担い手についての支援

拠点の設置 

(3)地域住民、福祉事業所、社会福祉協議会、行

政職員、児童生徒それぞれに向けた担い手に

ついての理解啓発 

重 点 施 策 ３ 
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前期 

進捗 

状況 

・担い手育成ネットワーク会議を各年度年１～４回計８回開催し、関係

者で担い手の育成について情報交換を図り、共同プロジェクト事業の

内容や啓発方法について検討しました。 

後期 

目標 

・担い手育成ネットワーク会議を定期的に開催し、関係者で担い手の育

成について意識を共有し、共同プロジェクト事業を推進します。 

③共同プロジェクト事

業の実施 

各行政機関の担当者が担い手支援会議に参加

し、担い手を支援するための共同プロジェクト

事業を実施します。 

○住民福祉課 

○社会福祉協議会 

政策協働課 

社会教育課 

シルバー人材セン

ター 

１層 

前期 

目標 

・担い手支援会議を定期的に開催し、各関係担当者の事業内容の共有、

共同プロジェクト事業について検討、実施します。 

前期 

進捗 

状況 

・担い手支援会議、担い手育成ネットワーク会議を定期的に開催し、共

同プロジェクト事業について検討した結果、平成２８年度、平成２９

年度に「粋なり！オヤジ塾」を開催し、講座修了者で「オヤジのたま

り場」を結成しました。平成２８年度に「おもちゃ病院ボランティア

養成講座」を開催し、講座終了者で「おもちゃ病院あぐい」を結成し

ました。平成２９年度に「あぐいっしょクッキングスクール」のサポ

ーターを募集しました。 

後期 

目標 

・担い手を支援するための共同プロジェクト事業について年間数事業を

実施します。 

 

（重点施策３－(2)）交流や支え合い活動の担い手についての支援拠点の設置 
 

交流や支え合い活動の担い手育成について、活動を始めたい時にどこに相談に行けば良いかわからな

いことが課題となっています。 

今後、担い手の育成については身近な場所で、活動を始めたい人が情報や活動についての相談を受け

られたり、活動にあたって様々な行政機関や他の事業所、ボランティアグループとつないでもらえる担

い手の支援拠点の設置を推進します。 

※担当課の○が主管課 

主な事業 内容 担当課 圏域 

①担い手支援拠点の設

置 

身近な場所に担い手の活動を支援する「担い手

支援拠点」を設置します。また、拠点があるだ

けでなく、担い手支援の連携体制を図ります。 

○住民福祉課 

○社会福祉協議会 

政策協働課 

１層 

 

前期 

目標 

・担い手の支援拠点と連携体制について検討し、支援拠点を設置します。 

前期 

進捗 

状況 

・担い手育成ネットワーク会議で担い手の支援拠点と連携体制について

検討しましたが、支援拠点の設置には至っていません。 

後期 

目標 

・担い手の支援拠点で相談や支援が受けられ、各関係機関との連携がで

きる体制を作ります。 

②支援相談員の育成 支援拠点で、気軽に担い手に関する相談のでき

る担い手支援相談員の育成をします。 

○住民福祉課 

○社会福祉協議会 

政策協働課 

１層 

前期 

目標 

・担い手支援相談員について検討し、養成講座を実施、育成します。 

前期 

進捗 

状況 

・担い手育成ネットワーク会議で担い手支援相談員について検討しまし

たが、担い手支援相談員の設置には至っていません。 

後期 

目標 

・育成した担い手支援相談員により支援拠点で活動の相談ができるよう

推進します。 
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（重点施策３－(3)）地域住民、福祉事業所、社会福祉協議会、行政職員、児童生徒それぞ

れに向けた担い手についての理解啓発 
  

担い手の育成について、地域全体で担い手の必要性や意義について関心や意識が低いことが課題とな

っています。 

今後、担い手の理解啓発活動として、担い手啓発パンフレットの作成やＳＮＳ（ソーシャル・ネット

ワーク・サービス）などを利用した幅広い世代への情報提供、地域住民、福祉事業所、社会福祉協議会、

行政職員を対象とした研修会を進めます。また、担い手の次世代の育成として児童生徒を対象とした福

祉教育を進めていきます。 

 

※担当課の○が主管課 

主な事業 内容 担当課 圏域 

①担い手啓発の幅広い

世代への情報提供 

地域住民向けた様々な啓発パンフレットの作

成やＳＮＳなどを利用した幅広い世代へ情報

提供します。 

○住民福祉課 

○社会福祉協議会 

政策協働課 

社会教育課 

シルバー人材セン

ター 

１層 

前期 

目標 

・担い手育成ネットワーク会議で幅広い世代への情報提供について検討

します。 

前期 

進捗 

状況 

・担い手育成ネットワーク会議で幅広い世代への情報提供について検討

した結果、平成２７年度に情報掲示板「あぐいグイグイネット」を作

成し、社会福祉協議会のホームページに掲載しました。 

後期 

目標 

・担い手育成について啓発パンフレットの作成やＳＮＳなどで情報提供

します。 

②地域住民、事業所、社

会福祉協議会、行政職

員を対象としたテー

マ別研修会 

地域住民、福祉事業所、社会福祉協議会、行政

の職員を対象に担い手の意義や必要性につい

てテーマを設定し研修会を実施し啓発します。 

○住民福祉課 

○社会福祉協議会 

政策協働課 

社会教育課 

シルバー人材セン

ター 

１層 

前期 

目標 

・担い手育成ネットワーク会議で地域住民、福祉事業所、社会福祉協議

会、行政職員を対象としたテーマ別研修会について検討します。 

前期 

進捗 

状況 

・担い手育成ネットワーク会議で地域住民、福祉事業所、社会福祉協議

会、行政職員を対象としたテーマ別研修会の開催について検討しまし

た。 

後期 

目標 

・地域住民、福祉事業所、社会福祉協議会、行政職員を対象としたテー

マ別研修会を開催し、担い手についての理解啓発をします。 

③児童生徒を対象とし

た福祉教育の実施 

福祉教育として、奉仕活動体験活動ボランティ

アセンター、社会福祉協議会が合同で検討し、

担い手や地域福祉について児童、生徒、教員に

啓発します。 

○住民福祉課 

○社会福祉協議会 

社会教育課 

１層 

前期 

目標 

・担い手育成ネットワーク会議で次世代の担い手育成や地域福祉を推進

する福祉教育について検討します。 

前期 

進捗 

状況 

・担い手育成ネットワーク会議で次世代の担い手育成や地域福祉を推進

する福祉教育の実施について検討しました。 

後期 

目標 

・児童生徒、教員を対象とした担い手育成や地域福祉についての福祉教

育の企画を実施している。 

 


